
                   

構造改革特別区域計画の変更の認定申請書 
 

平成１８年１月３１日 
 
 
 内閣総理大臣 殿 

 
 
 

               福岡県知事  麻生  渡 
 
 
 
 

               久留米市長  江藤 守國 
 
 
 
 

 平成１７年１０月３１日付けで認定を受けた構造改革特別区域計画について下記のとお

り変更したいので、構造改革特別区域法第６条第１項の規定及び法附則第３条に規定する

措置に基づき、構造改革特別区域計画の変更の認定を申請します。 
 

記 
 
１．構造改革特別区域の名称 
    久留米アジアバイオ特区 
 
２．変更事項 
（１）８ 特定事業の名称「修了者に対する初級システムアドミニストレータ試験の午前

試験を免除する講座開設事業 １１３１（１１４３）」及び「修了者に対する基本情報

技術者試験の午前試験を免除する講座開設事業 １１３２（１１４４）」の追加 
（２）上記（１）の特定事業の名称の追加に伴う特区計画の別紙の追加 
（３）上記に伴う説明等の修正 
 
３．変更事項の内容   別紙のとおり 
（別紙）変更事項の内容 



                   

 
変更前 変更後 

４ 構造改革特別区域の特性 

 

＜省略＞ 

 

今後、外国人研究者の受入れ及び外国企業

の誘致等の規制緩和を活用し「バイオバレー

プロジェクト」の加速化を図ることにより、

バイオ産業を中心にアジアビジネス拠点の

一翼を担うことが十分可能な地域である。 

 

 

（１）地方拠点都市地域等の中心都市 

    久留米市は、人口２３万人で福岡県第３

位、久留米地方拠点都市地域の中心都市で

あり、県南地域の経済を牽引し、県下第三

の経済都市圏形成を目指している。 

 

＜省略＞ 

 

６ 構造改革特別区域計画の目標 

 

＜省略＞ 

 

本計画は、この「福岡バイオバレープロジ

ェクト」等の事業を加速するために、外国人

研究者の受入れや産学連携強化及び外国企

業の誘致等の分野の規制の特例を導入する

とともに、福岡地域の九州大学におけるバイ

オ分野の能力を活用する等、「福岡アジアビ

ジネス特区」を推進する福岡市とも緊密な連

携を図ることにより、内外のバイオ関連企業

やベンチャー企業が集積する一大バイオ産

業拠点の形成を目指すものである。 

 

＜省略＞ 

４ 構造改革特別区域の特性 

 

＜省略＞ 

 

今後、外国人研究者の受入れ、人材の育成

及び外国企業の誘致等の規制緩和を活用し

「バイオバレープロジェクト」の加速化を図

ることにより、バイオ産業を中心にアジアビ

ジネス拠点の一翼を担うことが十分可能な

地域である。 

 

（１）地方拠点都市地域等の中心都市 

    久留米市は、人口３０万人で福岡県第３

位、久留米地方拠点都市地域の中心都市で

あり、県南地域の経済を牽引し、県下第三

の経済都市圏形成を目指している。 

 

＜省略＞ 

 

６ 構造改革特別区域計画の目標 

 

＜省略＞ 

 

  本計画は、この「福岡バイオバレープロジ

ェクト」等の事業を加速するために、外国人

研究者の受入れ、人材育成及び外国企業の誘

致等の分野の規制の特例を導入するととも

に、福岡地域の九州大学におけるバイオ分野

の能力を活用する等、「福岡アジアビジネス

特区」を推進する福岡市とも緊密な連携を図

ることにより、内外のバイオ関連企業やベン

チャー企業が集積する一大バイオ産業拠点

の形成を目指すものである。 

 
＜省略＞ 



                   

 
変更前 変更後 

８ 特定事業の名称 

 ○ 外国人研究者受入れ促進事業 

 ○ 特定事業等に係る外国人の入国・在留諸

申請優先処理事業 

 ○ 特定事業に係る外国人の永住許可弾力

化事業 

 

 

 

 

 

 

９ 構造改革特別区域において実施し又は

その実施を促進しようとする特定事業に

関連する事業その他の構造改革特別区

域計画の実施に関し地方公共団体が必

要と認める事項 

 

＜省略＞ 

 

③ 福岡バイオバレー事業の展開 

    福岡県バイオ産業拠点推進会議（平成

13 年 9 月設立、会員 100 企業・機関）を

中核推進組織（事務局；㈱久留米リサー

チ・パーク）として下記の事業を実施す

る。 

 

○交流・連携事業 

・会員相互の交流を促進し、併せて、

内外の最新情報を提供することに

より、拠点化を推進するための研

究・ビジネス最前線セミナー等の開

催 

 

＜省略＞ 

８ 特定事業の名称 

 ○ 外国人研究者受入れ促進事業 

 ○ 特定事業等に係る外国人の入国・在留諸

申請優先処理事業 

○ 特定事業に係る外国人の永住許可弾力

化事業 

○ 修了者に対する初級システムアドミニス

トレータ試験の午前試験を免除する講座開

設事業 
○ 修了者に対する基本情報技術者試験の午

前試験を免除する講座開設事業 

 

９ 構造改革特別区域において実施し又は

その実施を促進しようとする特定事業に

関連する事業その他の構造改革特別区

域計画の実施に関し地方公共団体が必

要と認める事項 

 

＜省略＞ 
 

③ 福岡バイオバレー事業の展開 

    福岡県バイオ産業拠点推進会議（平成

13 年 9 月設立、会員 100 企業・機関）を

中核推進組織（事務局；㈱久留米リサー

チ・パーク）として下記の事業を実施す

る。 

 

○人材育成、交流・連携事業 

・内外の最新情報を提供する研究・ビ

ジネス最前線セミナー等を開催し、

会員相互の交流を促進、人材の育

成、拠点化の推進を図る 

 
 

＜省略＞ 



                   

 
変 
 
更 
 
前 

 
記載なし 

 
 
 
 
 
 
変 
 
更 
 
後 

別 紙 

 

１ 特定事業の名称 

  修了者に対する初級システムアドミニストレータ試験の午前試験を免除する講座開設

事業 １１３１（１１４３） 
 

２ 規制の特例措置の適用を受けようとする者 

職業訓練法人 久留米コンピュータ・カレッジ 
 

３ 当該規制の特例措置に適用の開始の日 

  特区計画認定後直ちに 

 

４ 特定事業の内容 

（１） 経済産業大臣が告示で定める履修項目に応じた履修計画 

 ① 初級システムアドミニストレータ講座（一般コース）  別添資料１のとおり 
 ② 初級システムアドミニストレータ講座（基礎コース）  別添資料２のとおり 
  ＊認定講座の運営に当たって、履修内容の詳細について経済産業大臣もしくは独立行政

法人情報処理推進機構に相談を行い、助言があった場合には対応することとする。 
 

（２） 修了認定の基準 
  当該講座の３分の２以上出席した受講生について、修了認定に係る試験を受験できる

有資格者と定める。有資格者に対し当該試験を実施し、独立行政法人情報処理推進機構

の定める合格基準を満たした者について、修了を認定する。 
 
（３） 修了認定に係る試験の実施方法 
① 修了認定に係る試験は当該講座ごとに２回実施し、実施日は独立行政法人情報処理推

進機構が定める日とする。 
 ② 修了認定に係る試験会場は当該講座が実施される施設とする。 
 ③ 試験問題は独立行政法人情報処理推進機構が提供する試験問題を使用する。また講座

の修了を認めた者の氏名、生年月日及び試験結果については独立行政法人情報処理推進

機構に通知するものとする。 



                   

 ④ 修了認定に係る試験の採点事務は、当該規制の特例措置の適用を受けようとする者が

行うものとする。 
 
５ 当該規制の特例措置の内容 

本特例措置は、初級システムアドミニストレータ試験の午前試験科目に相当する講座の

開設を認められた教育機関等において、当該講座の修了を認められた者が、講座修了を認

められた日から一年以内に初級システムアドミニストレータ試験を受験する場合、情報処

理技術者試験規則別表に掲げる当該試験に係る試験の科目のうち第一号に規定する情報

処理システムに関する基礎知識及び第二号に規定する情報処理システムの活用に関する

共通的知識を免除するものである。 
本特例措置により、受験者の負担を軽減し、合格率の向上や合格者の拡大を図ることが

でき、講座を開設する教育機関等の指導力の向上や生徒・学生の学習意欲向上につながる。

これによりバイオに係る情報・解析サービス産業に必要な人材育成・能力開発を行う。

当該認定に係る講座の運営にあたっては、履修計画、運営方法、修了認定の基準等につ

いて、本県及び本市が内閣総理大臣に提出して認定を得ることとする。 
また、認定講座の内容変更、追加設置等が生じた場合は、経済産業大臣が告示で定める

履修項目に応じた履修計画、修了認定の基準、修了認定に係る試験の実施方法等の要件が

満たされているものであるかどうかを、経済産業大臣に協議するものとする。 
 

 



                   

 
変 
 
更 
 
前 

 
記載なし 

 
 
 
 
 
 
変 
 
更 
 
後 

別 紙 

 

１ 特定事業の名称 

  修了者に対する基本情報技術者試験の午前試験を免除する講座開設事業 １１３２（１

１４４） 
 

２ 規制の特例措置の適用を受けようとする者 

職業訓練法人 久留米コンピュータ・カレッジ 
 

３ 当該規制の特例措置に適用の開始の日 

  特区計画認定後直ちに 

 

４ 特定事業の内容 

（１） 経済産業大臣が告示で定める履修項目に応じた履修計画 

 ① 基本情報技術者講座（一般コース）  別添資料３のとおり 
 ② 基本情報技術者講座（基礎コース）  別添資料４のとおり 
  ＊認定講座の運営に当たって、履修内容の詳細について経済産業大臣もしくは独立行政

法人情報処理推進機構に相談を行い、助言があった場合には対応することとする。 
 

（２） 修了認定の基準 
  当該講座の３分の２以上出席した受講生について、修了認定に係る試験を受験できる

有資格者と定める。有資格者に対し当該試験を実施し、独立行政法人情報処理推進機構

の定める合格基準を満たした者について、修了を認定する。 
 
（３） 修了認定に係る試験の実施方法 
① 修了認定に係る試験は当該講座ごとに２回実施し、実施日は独立行政法人情報処理推

進機構が定める日とする。 
 ② 修了認定に係る試験会場は当該講座が実施される施設とする。 
 ③ 試験問題は独立行政法人情報処理推進機構が提供する試験問題を使用する。また講座

の修了を認めた者の氏名、生年月日及び試験結果については独立行政法人情報処理推進

機構に通知するものとする。 



                   

 ④ 修了認定に係る試験の採点事務は、当該規制の特例措置の適用を受けようとする者が

行うものとする。 
 
５ 当該規制の特例措置の内容 

本特例措置は、基本情報技術者試験の午前試験科目に相当する講座の開設を認められた

教育機関等において、当該講座の修了を認められた者が、講座修了を認められた日から一

年以内に基本情報技術者試験を受験する場合、情報処理技術者試験規則別表に掲げる当該

試験に係る試験の科目のうち第一号に規定する情報処理システムに関する基礎知識及び

第二号に規定する情報処理システムの開発に関する共通的知識を免除するものである。 
本特例措置により、受験者の負担を軽減し、合格率の向上や合格者の拡大を図ることが

でき、講座を開設する教育機関等の指導力の向上や生徒・学生の学習意欲向上につながる。

これによりバイオに係る情報・解析サービス産業に必要な人材育成・能力開発を行う。

当該認定に係る講座の運営にあたっては、履修計画、運営方法、修了認定の基準等につ

いて、本県及び本市が内閣総理大臣に提出して認定を得ることとする。 
また、認定講座の内容変更、追加設置等が生じた場合は、経済産業大臣が告示で定める履

修項目に応じた履修計画、修了認定の基準、修了認定に係る試験の実施方法等の要件が満

たされているものであるかどうかを、経済産業大臣に協議するものとする。 
 

 


